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障害児通所支援事業所の方へ
　横浜市で受給者証を交付している児童について「個別サポート加算Ⅱ」を算定しようとする場合、以下のようにご対応をお願いします。
①　保護者への説明等を行う前
個別サポート加算Ⅱの仕組みや算定の検討などについて保護者の方へ説明をする前に、
本票「障害児通所給付費　個別サポート加算Ⅱ　算定予定の事前報告書」を、担当区職員宛て郵送
・ 検討している児童ごとに、事業所が作成（※保護者と協議しながら作成するものではありません。）
・ 区の関わりがない世帯について算定を検討する場合、相応の経過があると推察されるため、その点も合わせてあらかじめ、
担当区宛て報告
②　上記①送付後
投函の翌日から起算して10日以内に区から連絡がなければ、11日目以降に保護者へ説明等を行い、（年末年始は個別連絡してください。）
別途「障害児通所給付費　個別サポート加算Ⅱ算定に係る連携状況等に関する届出書」を、こども青少年局障害児福祉保健課宛て郵送
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各区こども家庭支援課宛て

障害児通所給付費　個別サポート加算Ⅱ　算定予定の事前報告書

以下の児童について、個別サポート加算Ⅱの算定を検討しているため、あらかじめ報告します。
	加算対象児童の状況
	算定開始予定月
	　　　　　　年　　　　　　　　　月検討にあたっての注意事項（提出の際は、本コメントを削除ください。）
・連携先機関等が手厚く連携した支援まで必要ないと考える場合や、ただ単に日々の
見守りを依頼されているような場合は、加算の算定対象となりません。
・本加算は、当然にその世帯の養育環境等を把握している場合に
算定できるものであり、本加算の算定のために養育環境等を関係機関に
確認することは認められません。
・本加算の算定のために安易に保護者に同意を求めることや、養育環境等を
確認することは、児童の支援に支障をきたす可能性が高いため、
決して行わないでください。


	児童氏名
	
	受給者証番号
	

	児童住所
	

	連携先機関等と連携して手厚い支援が必要な状況と手厚い支援の内容（具体的に）
	




	連携先機関等との連携した支援
	事業所確認欄

	１
	児童相談所や区福祉保健センター、要保護児童対策地域協議会、医師等（以下「連携先機関等」といいます。）と、児童が要支援児童（保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童）又は要保護児童（保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童）であることや、支援の状況を共有して支援を行っている。
	該当／非該当

	２
	連携先機関等との連携した支援の中で、通常の児童発達支援や放課後等デイサービスの支援と比べて、より手厚い支援が必要であることを共有している。
	該当／非該当

	３
	より手厚い支援の内容について個別支援計画に記載し、支援を行っている。
	該当／非該当

	通所決定保護者と事業所の認識の状況
	

	４
	児童について、要支援児童又は要保護児童として関係機関が関わっていると、保護者が認識している。
	該当／非該当

	５
	個別支援計画に、養育環境等も含めた児童の課題や課題に対する支援内容を記載し、保護者の同意を得ている。
	該当／非該当

	６
	連携先機関等と児童への支援状況等を情報共有することについて、保護者との信頼関係のもとに同意を得ている。　
	該当／非該当


	※ 加算の算定にあたっては、全て「該当」である必要があります。

	連携先機関等（区役所を含めすべて）

	名称
	①　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者）
	③　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者）

	
	②　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者）
	④　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者）



	事業所名称
	

	事業所番号
	
	サービス種別
	

	事業所担当者名
	
	事業所連絡先電話
	

	送付日（投函日）
	令和　　　年　　　月　　　日






